
政策の柱Ⅲ　豊かな環境のものとに快適な生活ができる島根の国造り

便利な暮らしの実現

目標値(平成19年度） 現状値

①生活圏中心都市への

　１時間アクセス圏域　　　72.0 ％
　
②ブロードバンド契約

　世帯の割合　　　　　　　50.0 ％

　　　　①　69.0 ％

　

　　　　②　19.7 ％

○快適な生活を送るためには、日常生活での利便性を向上させることが必要です。

○豊かな生活を実感するには誰もが短時間に安全で自由に移動でき、情報・物の交換、

　交流が容易にできることが必要であり、その実現は観光の振興や県内産業の活性化、

　地域間の交流連携の促進にもつながります。

○このため誰もが安心して利用できる多様性、選択性のある交通ネットワークの形成や

　ＩＴの利活用を進めることが求められています。

○政策の目的を達成するため、次の施策を実施します。

　   Ⅲ－３－１　道路網の整備

　   Ⅲ－３－２　公共交通網の充実

　   Ⅲ－３－３　ＩＴ（情報通信技術）活用の推進

(平成15年度）

政　策
（Ⅲ－３）

　県内のどこでも人、物の移動や情報交換における便利さを実感
できる社会の実現をめざします。

　　人、物が移動する｢道路」と情報交換を促す「ＩＴ（情報通信技術）」により生活

　の便利さをみる指標です。

　■地域の生活交通手段を確保するため、バスや鉄道などの公共交通機関をみんな

　　で利用しましょう。

　■県内のどこでも全国・世界とのコミュニケーションを可能にするインターネッ

　　トをはじめ、ＩＴ（情報通信技術）を日々の暮らしや産業活動の中で積極的に

　　活用しましょう。

目　的

成果指標と目標値

現状と課題－政策の取組方向－

県民のみなさんへ


